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三広発第 46、 47、 48、 59号

平成 23 年 10月 20日

放射能から子ども達を守ろう みさと
(SCR Misatの  名取 知衣子 様

■111111
三郷市長 木 津  雅  晟ltll l■ |

保育所の安全に関する要望書、学校の安全に関する要望書、

汚染土壌の処分に関する要望書及び幼稚園において除染した際に生じる土壌などの

仮置き場に関する要望書の回答について

過日お寄せいただきました 4件のご要望について、下記のとおり回答いたしま
す。

F己

保育所及び学校の安全について

○給食の安全性の確保と情報提供

・汚染されていない地域の食材を使用してほしい

・食材の放射性物質の量を測定 。発表してほしい。

・食材の産地の公表をしてほしい。

綸食食材については、市場において政府が決めた暫定規市1値以下で出荷制限のないも

のが流通していると認識しております。なお、納入業者に対しまして、食品の出荷制限情報

に留意するよう申し入れをしています。

給食の産地公表につきましては、使用した食品の産地を保育所は9月 26日 より、小中学

校は 10月 3日より公表しております。

○敷地内のきめ細かい線量計測・土壌調査・除染

・グラウンド・園庭の中央だけでなく、雨水の溜まりやすい場所、建物周辺、側溝

の周辺、砂場、草むら、芝生、遊具の周辺等、まんべんなく測定を行い、線量の高
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い場所は土・雑草等を除去し、線量を下げる措置を取ってほしい。子どもの周りに

放射性物質があるかどうか調べ、あればそれを取り除く、という当たり前の手順を

行ってほしい。
→早急な対応が困難であれば、実施できるまでの当面の措置として、保護者の自主

的な計測を認めてほしい。それを元に、子どもたちの被ばくを減らすための対策

を学校・保育所と保護者が話し合って決めることを認めてほしい。

・校庭・園庭の土壌調査を行い、地面の汚染状況をきちんと調べてほしい。

その際、ヨウ素とセシウムだけでなく、プルトニウムやストロンチウムなど想定さ

れるすべての核種を調べること。

保育所で1ま、敷地内の空間放射線量の詳細測定を行til、 その結果、数値の高い保育所

から、順次放射線量の低減化を実施しました。小中学校においても、敷地内の空間放射線

量の詳細測定を行い、放射線量の低減化に取り組んでまいります。

○砂場の使用中止

・安全性が確認されるまで砂場の使用は中止してほしい。

・この時期、毎年足し砂が行われているそうだが、今年は、足し砂を行う場合は砂場

の砂を全て撤去してから新たに入れてほしい。砂場の砂には放射性物資が吸着しや

すく、そのまま新たな砂を加えても、汚染された砂を取り除かなければ放射性物質

の量そのものが減るわけではない。もし、古い砂を撤去してからの足し砂ができな

いのであれば、砂場の使用は中止してほしい。

各保育所において砂場も含めて放射線量の低減化を実施しました。

○園児による草むしり。農業体験などの中止、生徒・児童による草むしり・清掃活動

などの中止

・行事等での子ども達の草むしりや農業体験などの活動、草むら等への散歩 0遠足

は中止してほしい。

・学校行事等での子ども達の草むしりなどの清掃活動は禁止してほしい。

・高濃度の放射性物質が残留していると思われるゴミ処理場、汚染処理施設、上下

水処理施設、等への社会科見学を中止してほしい。

保育所では、草むしり・農業体験は実施しておりません。また、小中学校においての活動

につきましては、安全に配慮してまいります。
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○教職員の放射能教育

・保育所の責任者や保育土の方々に放射能の知識を習得させてほしい。

・保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校
0大学など、子どもたちの健康に関わる

教職員に放射能の知識を習得させてほしい。

その際、「これくらいの放射線は安全です」という学者ではなく、放射線と健康に

ついての正しい知識をもった専門家 ◆医師を講師に招き、教育関係者対象の研修

会を開いてほしい。

9月 1日に市と三郷市医師会の共催による放射線を正しく理解するための講演会を開催

し、教職員も参加いたしました。今後も研修会実施の検討及び情報提供をしてまいります。

汚染土壌の処分について

○除染した汚染土壌や雑草などの処分先を、国や県が示すまでの間、市で確保し一時

保管してほしい。市民の清掃活動により高濃度の放射性物質を含む汚泥などが出た

場合は、市が引き取り保管してほしい。

除去した土や雑草等の処分については、処分場所や保管方法の課題が大きく三郷市単

独での一時保管は困難です。

幼稚園において除染した際に生じる土壌などの仮置き場に関する要望書

○市内の幼稚園で除染した際に除去した汚染土壌や雑草などの処分先を、国や県が示す

までの間、市で確保し一時保管してほしい。

低減化対策の支援について私立幼稚園協会及び加盟していない幼稚園を含め協議を

行つております。


